
【企業年金連合会オンライン手続きサービス】

利用手順書（年金の請求）

令和7年12月（第1版）

［ご注意］

Webサイト更新等により画面イメージが異なる場合があり

ますのでご了承ください。

スマートフォン版
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1. サービスの内容と利用対象者

【サービスの内容】

企業年金連合会の年金の請求手続きをオンラインで行うことができます。

ただし、条件によっては、オンラインで請求手続きができない場合もございます（詳

細は、以下の表にてご確認ください）。その場合は、当連合会から郵送でお送り

している書面の裁定請求書をご提出ください。

なお、年金の請求手続きをオンラインで行うためには、あらかじめ「企業年金連合

会オンライン手続きサービス」の利用申込が必要です。利用申込がお済みでない

方は、利用申込の手順書をご参考に利用申込をしてください。

【利用対象者】

サービスをご利用できる方 サービスをご利用できない方

1. 扶養親族等申告書を提出する

方

2. 選択一時金を「全て一時金」又

は「半分年金・半分一時金」で

受け取る方

3. 通算企業年金の繰上げ請求を

希望している方、基本加算年

金及び代行加算年金の「60歳

選択」を希望している方

4. 未支給年金や死亡一時金を

請求する遺族の方

これから企業年金連合会の年金を

お受け取りになる予定の方で、オンラ

イン手続きサービスの利用申込が完

了している方（ただし、右の欄に該

当する方を除きます）

・すでに企業年金連合会から企業年

金連合会老齢年金証書をお受け取

りになった方

・これから企業年金連合会の年金を

お受け取りになる予定の方のうち、以

下に該当する方

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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2. ご準備いただくもの

• マイナンバーカード

• マイナンバーカード受取時に交付窓口で設定したパスワード 

（4桁の数字パスワード及び6～16桁の英数字パスワード）

• スマートフォン

• 企業年金連合会老齢年金裁定請求書

パスワード
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3. 年金の請求の手順

①「企業年金連合会オンライン手続きサービス」（以下「本サービス」といいます。）

の『ログイン』ボタンを押し、画面の案内に従ってマイナンバーカードの中の情報を

読み取ってログインします。

iPhoneにマイナンバーカード情報を搭載済みの場合は、生体認証のみで認証が

可能です。（パスワード入力とマイナンバーカード読み取りが不要となります。）

（ログインは終日可能です。ただし、メンテナンス等により本サービスを利用でき

ないことがあります。）

②本サービスのTOPページ画面から、『届出・申請を行う』ボタンを押してください。

企業年金連合会オンライン

手続きサービスWebサイト

前回ログイン：2025/10/2 13:25

年金 太郎 様

企業年金連合会が年金の記録とその原資をお預かり

している方向けのサービスです。

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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3. 年金の請求の手順

③現在登録されている情報が画面上に表示されますので、ご確認ください。

④以下の画面は、すでに本サービスで各種変更手続きを申請している方にの

み表示されます。

詳しい説明は「4.（1）申請状況の確認」をご参照ください。

ﾈﾝｷﾝ ﾀﾛｳ

男



6Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

２

⑤現在申請可能な手続きの一覧が画面上に表示されます。

年金の請求手続きを行う場合は、『年金の請求』ボタンを押してください。

3. 年金の請求の手順
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⑥画面上の案内をお読みいただき、年金の請求を開始する場合は『開始す

る』ボタンを押してください。

3. 年金の請求の手順
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⑦ー1  はじめに画面上の案内をご確認ください。

お手続きを進めていく中で内容に関する不明点がある場合は、『こちら』

を押していただくとお手続きのQ&Aが表示されます。

3. 年金の請求の手順
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⑦ー2  お支払いする年金額が課税対象となる見込みである方には、書面の

扶養親族等申告書（以下「申告書」といいます）をお送りしております。

以下の表をご確認いただき、本サービスでのお手続きが可能な方のみ⑧

以降にお進みください。

3. 年金の請求の手順

申告書提出
本サービスによる

手続き

人的控除の対象(※)

である

控除を希望する
書面での

提出が必要

不可

（書面手続）

控除を希望しない 不要 可能

人的控除の対象(※)ではない 不要 可能

※人的控除の対象となる方：申請者本人が障害者・寡婦等に該当する、ある

いは控除対象となる配偶者又は親族がいる方
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⑧以下の画面は、通算企業年金等の受取方法の確認が必要な方に

のみ表示されます。

画面が表示されていない方

→ ⑨にお進みください。

画面が表示されている方

→ 画面上の案内をお読みいただき、全て年金で受け取ることに同

意される方は 「全て年金で受け取ります。」 にチェックを入れ、

⑨にお進みください。

通算企業年金等について一時金でのお受け取りを希望される方は、

本サービスではお手続きできませんので、書面の裁定請求書をご提

出ください。

3. 年金の請求の手順
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⑨年金の請求にあたり、連合会に現在登録されている情報が画面上に

表示されますので、ご確認ください。

⑩氏名・住所をご登録いただくため、マイナンバーカードに登録されている情

報を読み取ります。

→ 氏名（漢字）はマイナンバーカードから読み取ります。

→ 住所はマイナンバーカードから読み取るか、またはご入力いただけます。

住所のご登録方法をご選択ください。

3. 年金の請求の手順

男

昭和35年  9月23日

ﾈﾝｷﾝ ﾀﾛｳ

1234-567890
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⑪『マイナンバーカードから読み取り』ボタンを押してください。別の画面

が立ち上がりますので、スマートフォン画面上部をマイナンバーカードと

あわせて、『読み取り開始』ボタンを押してください。

iPhoneにマイナンバーカード情報を搭載済みの場合は、生体認証の

みで認証が可能です。（パスワード入力とマイナンバーカード読み取り

が不要となります。）

手続きの途中で、画面下部にある『一時保存』ボタンを押していただ

くと、入力内容が保存され、一度ログアウトしても入力内容は保存

されたままになります。

詳しい説明は「4.（2）一時保存」をご参照ください。

3. 年金の請求の手順
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⑫マイナンバーカードから読み取った氏名（漢字）が表示されます。

連合会に登録することのできない漢字や記号が含まれている場合は、

以下のように、氏名（漢字） の入力欄が表示されますので、「氏」と

「名」を合わせて全角9文字以内でご入力ください。

なお、”?”が含まれていた場合には氏名（漢字）の入力欄が表示さ

れません。本サービスではお手続きいただくことができませんので、書面

の裁定請求書をご提出ください。

氏名（ｶﾅ） の入力欄に、 「氏」と「名」を合わせて半角19文字以

内でご入力ください（ご入力いただく氏名（ｶﾅ）は年金の受取口座

名義と一致している必要があります）。

なお、ミドルネームがある場合は「名（ｶﾅ）」にご入力ください。

3. 年金の請求の手順

ﾀﾛｳ
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⑬ー1  前記⑩の住所のご登録方法で「マイナンバーカードから住民票住

所を読み取り」を選択した場合

マイナンバーカードから読み取った住所が表示されます。

内容をご確認いただき、マイナンバーカードから読み取った住所を登録

してよろしければ、⑭にお進みください。

登録する住所を変更したい場合は、ご登録方法を改めて選択してく

ださい。

3. 年金の請求の手順

東京都港区芝公園２－４－１
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⑬ー2 前記⑩の住所のご登録方法で「国内住所を入力」を選択した場合

郵便番号を入力し『検索』ボタンを押してください。町村字丁目まで自

動入力されますので、番地・建物名・部屋番号をご入力ください。

3. 年金の請求の手順
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⑬ー3 前記⑩の住所のご登録方法で「海外住所を入力」を選択した場合

現在お住まいのご住所をご入力ください。

登録に際しては、半角英数字又は記号（/ - ? : ( ) . , ‘ +）でご入力く

ださい。

3. 年金の請求の手順
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⑭電話番号をご入力ください。ご入力は任意です。

3. 年金の請求の手順

⑮受取金融機関のご登録方法をご選択ください。
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⑯ー1 前記⑮の受取金融機関のご登録方法で、「マイナポータルから公金

受取口座情報を取得」を選択した場合

『マイナポータルから取得』ボタンを押してください。

画面上に公金受取口座情報が表示されます。内容をご確認いただき、

公金受取口座を登録してよろしければ、⑰ー１にお進みください。

受取金融機関を変更したい場合は、ご登録方法を改めて選択してく

ださい。

3. 年金の請求の手順

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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3. 年金の請求の手順

「金融機関（ゆうちょ銀行以外）」か

「ゆうちょ銀行」のいずれかを選択してく

ださい。

（ア）「金融機関（ゆうちょ銀行以外）」を

選択した場合

『金融機関検索（ゆうちょ銀行以外）』

ボタンを押して金融機関を検索し、口座

情報を登録してください。詳細は次ページ

に続きます。

⑯ー2  前記⑮の受取金融機関のご登録方法で、 「国内の金融機関を入

力」を選択した場合

ﾀﾞｲﾓﾝｷﾞﾝｺｳ



20

3. 年金の請求の手順

受取金融機関として登録したい金融機関名を入力

し、表示された候補の中から選択してください。

選択した受取金融機関の支店名又は支店番号を

入力し、表示された候補の中から選択してください。

連合会に登録できる口座は普通預金のみです。

口座名義（ｶﾅ）と口座番号を入力して『確定』ボ

タンを押してください。

※⑫で入力いただいた「氏(ｶﾅ)」と「名(ｶﾅ)」が口座

名義と一致していることをご確認ください。

金融機関検索
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3. 年金の請求の手順

「金融機関（ゆうちょ銀行以外）」か

「ゆうちょ銀行」のいずれかを選択してく

ださい。

（イ）「ゆうちょ銀行」を選択した場合

表示された入力欄に口座情報をご入

力ください。

記号・番号とは、通帳又はキャッシュ

カードに記載されている前半５桁、

後半２桁以上８桁以下の数字です。
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表示された入力欄に海外の金融機関

情報をご入力ください。

経由金融機関がある場合は、「経由金融

機関情報を入力する。」にチェックを入れ、

経由金融機関情報をご入力ください。

＜経由金融機関ありの場合＞

3. 年金の請求の手順

⑯ー3  前記⑮の受取金融機関のご登録方法で、 「海外の金融機関を入

力」を選択した場合
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5

⑰ー1  以下の画面は、国の老齢厚生年金の受取状況の確認が必要な方

にのみ表示されます。

画面が表示されていない方

→ ⑱ー1にお進みください。

画面が表示されている方

→ 画面上の案内をお読みいただき、質問にご回答ください。

なお、以下の画面は一例であり、手続きされる方によって、

実際に表示される画面は異なります。

年金受給の繰下げ制度について詳しく知りたい場合は、

『年金受給の繰下げ制度の説明はこちら』を押してください。

3. 年金の請求の手順
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5

⑰ー2 「国の年金加入期間についての質問」についてご回答く

ださい。

「はい」を選択された方

→ ⑰ー3にお進みください。

「いいえ」を選択された方

→ 老齢厚生年金の受取状況の確認は終了です。

表示された案内をご確認いただき、⑱ー1にお進みください。

3. 年金の請求の手順
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5

⑰ー3 「老齢厚生年金の受取時期についての質問」についてご

回答ください。

回答後、表示された案内をご確認いただき、⑱ー1にお進みく

ださい。なお、以下の画面は一例であり、手続きされる方に

よって、実際に表示される画面は異なります。

3. 年金の請求の手順
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⑱ー1 当連合会から郵送でお送りしている裁定請求書をお手元にご準

備ください。

裁定請求書の「⑧加入していた企業年金の名称」欄（右下の図の

赤枠部分を参照）に印字された企業年金以外の年金記録につい

て、調査依頼の有無をご回答ください。

調査を依頼しない場合

→ 「請求書に印字された企業年金以外に加入していた企業年

金はありません。」を選択し、 『次へ』ボタンを押して⑲にお進み

ください。

調査を依頼する場合

→  「請求書に印字された企業年金以外に加入していた企業年金

があり、調査を依頼します。」を選択し、表示された入力欄に調

査を依頼したい年金手帳の記号番号を最大3つまでご入力くだ

さい。入力後、⑱ー2にお進みください。

3. 年金の請求の手順
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⑱ー2 調査を依頼したい企業年金の情報をご入力ください。「上記以

外に調査を依頼する企業年金があります。」にチェックを入れると、

最大3つまでご入力可能です。 ご入力されましたら、『次へ』ボタ

ンを押して⑲にお進みください。

3. 年金の請求の手順

の氏名
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マイナンバーの読み取り(年金の請求)８

⑲マイナンバーを読み取るため、『マイナンバーカードから読み取り』ボタ

ンを押してください。別の画面が立ち上がりますので、スマートフォン

画面上部をマイナンバーカードとあわせて、『読み取り開始』ボタンを

押してください。

iPhoneにマイナンバーカード情報を搭載済みの場合は、生体認証

のみで認証が可能です。（パスワード入力とマイナンバーカード読み

取りが不要となります。）

3. 年金の請求の手順
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 内容確認画面9

⑳これまでご入力いただきました内容が表示されます。ご登録内容に

誤りがないか今一度ご確認ください。

修正したい場合は『戻る』ボタンを押して修正を行ってください。

登録内容に誤りがない場合は『提出する』ボタンを押してください。

3. 年金の請求の手順

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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㉑年金の請求を受け付けました。

手続きには、原則として受付後最大1か月程度のお時間をいただ

いております。

手続きが完了しましたら、本サービスの画面上及びメールでご連絡

を差し上げるとともに、年金証書等を郵送いたしますので、それまで

お待ちください。

 受付完了画面(年金の請求)103. 年金の請求の手順



31

（1）申請状況の確認

年金の請求が受け付けられると、 「申請の状況」から申請状況を確認

することができます（受付された後、手続きが完了するまでの間は、状況

を示すステータスが「処理中」と表示されます）。

『詳細』ボタンを押すと詳細が表示されます。

4. 手続きについて（申請状況確認、申請後の対応）

test@abcd.com

男
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（2）一時保存

手続きの途中で、内容入力画面下部にある『一時保存』ボタンを押し

ていただくと、入力内容が保存され、一度ログアウトしても入力内容は

保存されたままになります。

4. 手続きについて（申請状況確認、申請後の対応）

手続きを再開したい場合は、申請内容確認画面下部にある『再開』ボ

タンを押していただくと、一時保存時の内容から続きをご入力できます。

一時保存中のお手続きがある場合は「申請の状況」の「状況」に「一時

保存」と表示されます。

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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（3）申請後の内容変更

申請後、手続きが完了するまでの間に申請内容について変更したい場合

は、すみやかに以下の連絡先までご連絡ください。

その際、「企業年金連合会オンライン手続きサービス」から申請したこと及び

申請内容の変更を希望する旨をお伝えください。内容を確認のうえ、改め

て連合会よりご連絡させていただきます。

（連絡先）

企業年金コールセンター 0570-02-2666

※ナビダイヤルの通話は有料となります。

なお、各携帯通信事業者が提供している「通話料定額プラン」の対象

外となりますのでご了承ください。

※国際電話、一部のIP電話等からは、03-5777-2666におかけください。

※週の初めや午前中は電話がつながりにくくなっております。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

4. 手続きについて（申請状況確認、申請後の対応）

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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（4）再申請が必要な場合

なんらかの理由で年金の請求手続きをやり直していただく必要がある場合は、

連合会からメールでご連絡させていただきます。

再申請の理由を確認のうえ、あらためて申請してください。

再申請の理由につきましては、 「企業年金連合会オンライン手続きサービス」

の画面上にてご確認ください。

4. 手続きについて（申請状況確認、申請後の対応）

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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（5）申請を受理できない場合

なんらかの理由で年金の請求手続きを受理できない場合は、連合会から

メールでご連絡させていただきます。

受理できない理由につきましては、 「企業年金連合会オンライン手続きサー

ビス」の画面上でご確認ください。

4. 手続きについて（申請状況確認、申請後の対応）

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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